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　　　　　〃　　　　　アルミカーテンウォール　詳細図

図 面 名 称縮 尺 図面番号 縮 尺 図面番号 縮 尺図 面 名 称図面番号 図 面 名 称

Ａ－０１

Ａ－０２

Ａ－０３

Ａ－０４

Ａ－０５

Ａ－０６

Ａ－０７

Ａ－０８

Ａ－０９

Ａ－１０

Ａ－１１

Ａ－１２

Ａ－１３

Ａ－１４

Ａ－２５

Ａ－２４

Ａ－２３

Ａ－２２

Ａ－２１

Ａ－２０

Ａ－１９

Ａ－１８

Ａ－１７

Ａ－１６

Ａ－１５

Ａ－２６

Ａ－２７

Ａ－２８

Ａ－２９

Ａ－３０

Ａ－３１

Ａ－３２

Ａ－３３

Ａ－３４

Ａ－３５

ー

ー

ー

ー

Ａ－３６

Ａ－３７

Ａ－３８

Ａ－３９

1/600

Ａ－４０

Ａ－４１

Ａ－４２

Ａ－４３

Ａ－４４

Ａ－４５

Ｓ－０１

Ｓ－０２

Ｓ－０３

Ｓ－０４

Ｓ－０５

Ｓ－０６

Ｓ－０７

Ｓ－０８

Ｓ－０９

Ｓ－１０

Ｓ－１１

Ｓ－１２

Ｓ－１３

Ｓ－１４

Ｓ－１５

Ｓ－１６

Ｓ－１７

Ｓ－１８

Ｓ－１９

Ｓ－２０

Ｓ－２１

Ｓ－２２

Ｓ－２３

Ｓ－２４

Ｓ－２５

Ｓ－２６

Ｓ－２７

Ｓ－２８

Ｓ－２９

Ｓ－３０

Ｓ－３１

Ｓ－３２

Ｓ－３３

Ｓ－３４

Ｓ－３５

Ｓ－３６

Ｓ－３７

Ｓ－３８

Ｓ－３９

Ｓ－４０

Ｓ－４１

Ｓ－４２

Ｓ－４３

Ｓ－４４

Ｓ－４５

1/100

1/100

1/100

1/200

1/2

1/2

1/60

1/60

1/200

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/10

1/200

1/10

1/10

1/10

1/100

1/100

1/100

1/100

1/10

1/10

1/10

1/10

1/5

1/5

1/200

1/100表紙・図面リスト

特記仕様書 １

特記仕様書 ２

全体配置図

　　　　　〃　　　　　コンテナ10

　　　　　〃　　　　　コンテナ8

　　　　　〃　　　　　コンテナ9

　　　　　〃　　　　　コンテナ6

　　　　　〃　　　　　コンテナ5

　　　　　〃　　　　　コンテナ4、7、13

　　　　　〃　　　　　コンテナ1

　　　　　〃　　　　　コンテナ2

　　　　　〃　　　　　コンテナ3

　　　　　〃　　　　　全体構造概要

　　　　　〃　　　　　溶接施工標準図(2)

　　　　　〃　　　　　溶接施工標準図(1)

　　　　　〃　　　　　地中梁断面リスト

　　　　　〃　　　　　柱・基礎断面リスト

　　　　　〃　　　　　コンテナ11、14

　　　　　〃　　　　　コンテナ16

　　　　　〃　　　　　コンテナ17

　　　　　〃　　　　　コンテナ18、21

　　　　　〃　　　　　コンテナ19

　　　　　〃　　　　　コンテナ20

　　　　　〃　　　　　コンテナ22

　　　　　〃　　　　　コンテナ23

　　　　　〃　　　　　コンテナ24

　　　　　〃　　　　　コンテナ26

　　　　　〃　　　　　コンテナ27

　　　　　〃　　　　　コンテナ28

　　　　　〃　　　　　コンテナ29

　　　　　〃　　　　　コンテナ鉄骨仕口図

　　　　　〃　　　　　帆の概要図

　　　　　〃　　　　　控えトラス詳細図

　　　　　〃　　　　　コンテナ接合部詳細図(1)

　　　　　〃　　　　　コンテナ接合部詳細図(2)

　　　　　〃　　　　　コンテナ接合部詳細図(3)

　　　　　〃　　　　　コンテナ12

　　　　　〃　　　　　コンテナ15

　　　　　〃　　　　　西側控えトラス鉄骨図

　　　　　〃　　　　　東側控えトラス鉄骨図

　　　　　〃　　　　　西側控えトラス柱脚詳細図

　　　　　〃　　　　　東側控えトラス柱脚詳細図

　　　　　〃　　　　　帆-１と西側控えトラスの接続図

　　　　　〃　　　　　帆-３と東側控えトラスの接続図

　　　　　〃　　　　　西側控えトラスとコンテナの接合図

　　　　　〃　　　　　東側控えトラスとコンテナの接合図

Ａ－４６

Ａ－４７

Ａ－４８

Ａ－４９

Ａ－５０

Ｓ－４６

Ｓ－４７

Ｓ－４８

Ｓ－４９

Ｓ－５０

1/1

1/10

1/10

1/20

1/50

　　　　　〃　　　　　東側表面支柱詳細図

　　　　　〃　　　　　逆三角形支柱接合図(1)

　　　　　〃　　　　　逆三角形支柱接合図(2)

　　　　　〃　　　　　逆三角形支柱接続図(1)

　　　　　〃　　　　　東側表面支柱組図

【意匠図】 【構造図】 【構造図】

【ビジョンダンマーク】杭伏図

　　　　　〃　　　　　基礎伏図

1/100

ー

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/600

【ビジョンダンマーク】仕上表

　　　　　〃　　　　　１階平面図

　　　　　〃　　　　　２階平面図

　　　　　〃　　　　　３階平面図

　　　　　〃　　　　　ＰＨ１平面図

　　　　　〃　　　　　ＰＨ２平面図

　　　　　〃　　　　　ＰＨ３平面図

　　　　　〃　　　　　屋上平面図

　　　　　〃　　　　　西立面図・東立面図

　　　　　〃　　　　　南立面図・北立面図

　　　　　〃　　　　　断面図

　　　　　〃　　　　  ４階平面図

　　　　　〃　　　　　１～４階建具伏図

　　　　　〃　　　　　PH1～PH3階建具伏図

　　　　　〃　　　　　建具リスト

Ａ－５１

Ａ－５２

Ａ－５３

解体工事手順

Ｓ－５１

Ｓ－５２

Ｓ－５３

Ｓ－５４

1/10

1/10

1/100

1/200

　　　　　〃　　　　　逆三角形支柱接続図(2)

　　　　　〃　　　　　逆三角形支柱・柱脚部詳細図

　　　　　〃　　　　　スカイライト支持点位置図

　　　　　〃　　　　　帆－4支持点位置図

ー

　　　　　〃　　　　　部分詳細図１

　　　　　〃　　　　　付属金物類解体撤去図１

　　　　　〃　　　　　付属金物類解体撤去図２

　　　　　〃　　　　　部分詳細図２

1/30・1/50

1/50

1/30・1/50

1/100
1/20・1/50

1/100
1/20・1/50

1/100

1/200

1/50

1/50

1/50

1/20

　 〃 　解体撤去図２

　 〃 　解体撤去図３

　 〃 　解体撤去図４

　 〃 　解体撤去図５

　 〃 　解体撤去図１

　 〃 　解体撤去図７

　 〃 　解体撤去図６

　 〃 　解体撤去図８

　 〃 　解体撤去図９

　 〃 　解体撤去図１０

1/600【外構】撤去案内図

　 〃 　平面図１（ビジョンダンマーク）

　 〃 　平面図２（デンマークハウス）

1/5

　　　　　〃　　　　　１階撤去備品配置図・リスト

　　　　　〃　　　　　２・３階撤去備品配置図・リスト

　　　　　〃　　　　　４・PH3階撤去備品配置図・リスト

1/100

1/100

1/100

ー【デンマークハウス】　仕上表

1/100

1/50

1/100

　　　　　〃　　　　　平面図・立面図

　　　　　〃　　　　　展開図

　　　　　〃　　　　　建具伏図・建具リスト

　　　　　〃　　　　　平面詳細図（撤去備品配置図・リスト）

　　　　　〃　　　　　付属金物類解体撤去図３

1/10・1/30

1/10・1/20

1/10・1/50

仮設計画図１（全体）

仮設計画図２（ビジョンダンマーク）

仮設計画図４（ビジョンダンマーク）

仮設計画図３（ビジョンダンマーク）

　 〃 　解体撤去図１１ 1/20・1/50

Ｓ－５５ 1/100　　　　　〃　　　　　帆-1、2スカイライト部鉄骨図

Ｓ－５６

Ｓ－５７

Ｓ－５８

Ｓ－５９

Ｓ－６０

Ｓ－６１

Ｓ－６２

Ｓ－６３

Ｓ－６４

Ｓ－６５

Ｓ－６６

Ｓ－６７

Ｓ－６８

Ｓ－６９

Ｓ－７０

1/50

1/100

1/10

1/100

1/200

1/5

1/5

1/5

1/10

1/10

1/5

1/100

1/10

1/5

1/100

1/100

【デンマークハウス】　基礎伏図

　　　　　〃　　　　　床伏図・小屋伏図

　　　　　〃　　　　　詳細図

　　　　　〃　　　　　スカイライト・コンテナ鉄骨接合図(1)

　　　　　〃　　　　　スカイライト・コンテナ鉄骨接合図(2)

　　　　　〃　　　　　スカイライト鉄骨・帆接合図

　　　　　〃　　　　　帆-1.2.3支柱詳細図

　　　　　〃　　　　　帆-4支柱詳細図

　　　　　〃　　　　　柱・梁・ブレース補強図(1)

　　　　　〃　　　　　柱・梁・ブレース補強図(2)

　　　　　〃　　　　　柱・梁・ブレース補強図(3)

　　　　　〃　　　　　柱・梁・ブレース補強図(4)

　　　　　〃　　　　　スカイライト鉄骨部分詳細図

　　　　　〃　　　　　南側スカイライト鉄骨止めブロック図

　　　　　〃　　　　　帆-3スカイライト部鉄骨図

　　　　　〃　　　　　帆-4スカイライト部鉄骨図

1/600

1/200

1/200

1/200

1/200

平成２９年度　新庁舎整備事業に伴う建物解体工事

　　　　　〃　　　　　矩計図・部分詳細図 1/10・1/30

1/200
1/100

1/50

ー

1/30

Ｓ－７１

【電気設備図】

Ｅ－０２

Ｅ－０３

Ｅ－０４

Ｅ－０５

Ｅ－０６

Ｅ－０７

Ｅ－０８

Ｅ－０９

Ｅ－１０

Ｅ－１６

Ｅ－１５

Ｅ－１４

Ｅ－１３

Ｅ－１２

Ｅ－１１

全体配置図[電気設備]

現況・撤去　高圧キュービクル盤参考結線図・外観図

【機械設備図】

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　１階平面図[幹線・弱電設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　２階平面図[幹線・弱電設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　３階平面図[幹線・弱電設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　４階平面図[幹線・弱電設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　ＰＨ１階平面図[幹線・弱電設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　ＰＨ２階平面図[幹線・弱電設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　ＰＨ３階平面図[幹線・弱電設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　１階平面図[電灯設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　３階平面図[電灯設備] 

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　４階平面図[電灯設備] 

【デンマークハウス】現況・撤去　配置図[電気設備] 

【デンマークハウス】現況・撤去　平面図[電気設備] 

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/200

1/50

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　屋上階上部平面図[幹線･弱電設備] 

1/500

-

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　２階平面図[電灯設備] 

全体配置図、現況・撤去　受水槽・冷却塔廻り平面詳細図[機械設備]

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　１階平面図[機械設備]

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　２階平面図[機械設備]

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　３階平面図[機械設備]

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　４階平面図[機械設備]

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　ＰＨ１階平面図[機械設備]

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　ＰＨ２階平面図[機械設備]

【ビジョンダンマーク】現況・撤去　ＰＨ３階平面図[機械設備]

【デンマークハウス】現況・撤去　配置図[機械設備]

【デンマークハウス】現況・撤去　平面図[給排水・給湯・ガス設備]

【デンマークハウス】現況・撤去　平面図[空調・換気設備]

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/200

1/50

1/50

Ｍ－０１

Ｍ－０２

Ｍ－０３

Ｍ－０４

Ｍ－０５

Ｍ－０６

Ｍ－０７

Ｍ－０８

Ｍ－０９

Ｍ－１０

Ｍ－１１

1/50･1/500

Ａ－５４

Ａ－５５

建物撤去跡　造成図１

建物撤去跡　造成図２ 1/200
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解体工事特記仕様書１

【２】適用範囲

【３】工事区分

【４】工事仕様

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　　目

現場説明事項書（質疑回答書含む）、本特記仕様書、図面、解体工事共通仕様書、標準仕様書、

改修工事仕様書に示す範囲とする。すべての設計図書は、相互に補完するものとし、相違

がある場合は、上記の順位を優先順位とする。上記の解体工事共通仕様書とは、国土交通

省大臣官房庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）をいう。（以下、これを

「解体共仕」という。）解体共仕に記載されていない事項は、公共建築工事標準仕様書（平

による。

本書は特に記載のない事項にあっても、すべて、「解体共仕」の適用を受けるものとする。

設計図書による。

２．項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

３．特記事項は、●印の付いたものを適用する。●印の付かない場合は、※印の付いたもの

　を適用する。※印と●印の付いた場合は、共に適用する。※印が抹消された場合は、●

　印のもののみ適用する。

４．項目及び特記事項に記載の（　　）内表示番号は「解体共仕」の当該項目、当該図又は当該

　表を示し、［　　］内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

●

○

○

○

○

○

●

●

建築物解体工事共通仕様書

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

敷地調査共通仕様書

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

平成１０年版（監修：建設大臣）

平成２４年版（監修：国土交通省）

（注：監修欄「国土交通省」は国土交通省大臣官房官庁営繕部を、

　「建設大臣」は建設大臣官房官庁営繕部を示す）

（１）解体は図示の建物基礎その他埋設物等、設計図中に表示されている範

　　　　囲を全て除去し、（一部存置部分有り）解体残材コンクリート破砕片、

　　　　その他残材は速やかに場外の適法な場所へ搬出処分する。

　　　　なお発生材の搬出に場内小運搬を要し、その処理に長時間を必要と

　　　　する場合は、周辺に危害を及ぼさないよう安全な処理を施し、監督員の

　　　　承認を受け一定の場所に集積してもよい。ただし、工事完了までに搬

　　　　出処分すること。

（２）施工に先立ち建物周辺の現地調査を行い、設計図中に明記のない建

　　　　物・地中埋設物等が確認された場合、関係者と協議の上処理方法を決

　　　　定する。ただし、明らかに解体撤去対象物と判断できる物は除去する

　　　　こと。

① 適用基準等

② 施工概要

③ 施工の順序 施工の順序

　
　
一
般
共
通
事
項

１

１．設計図書による。設計図書に記載されていない事項は、「標仕」のほか別記の適用基準による。

⑨ 発生材の処理等

(1.3.10)

※リサイクル法に基づき、発生材の再利用、再資源化及び再資源の積極

　的活用に努める。尚、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、

　再資源化及び再資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。

○現場において再利用を図るもの、再生資源化を図るもの。

●指定副産物の搬出(※詳細は現場説明書による)

　

　●アスファルトコンクリート塊　　　　　　　●セメントコンクリート塊

　●建設発生木材

●指定副産物の処分地

　○指定地処分　（現場説明書による。　　　　　　　　）

　●自由処分　　（最寄りの再資源化施設へ搬出すること　　）

●　　指定副産物以外の搬出　※構外搬出適切処理

●　　特別管理産業廃棄物の処分等

　　○廃油

　　○廃酸・廃アルカリ（○臭化リチウム水溶液等　　○蓄電池電解液）

ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査

　○行う　（　　　　箇所）　　●行わない

ＰＣＢ含有シーリング材の撤去・処分方法は「建築物の解体等に伴う有害

　　○イオン化式感知器（放射性物質を含むもの）　　○六ふっ化硫黄ガス　　

　　○特定化学物質等　　

　　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●特別管理産業廃棄物の処分地（※詳細は、現場説明書による　　　　　　）

●次の建設資材廃棄物は再資源化する。

　●蛍光灯ランプ　　○ＨＩＤランプ　　　　　　　○硬質塩化ビニル管・継手

処理計画書等の提出

　　提出用ファイルを保存したＣＤと共に提出する。

　※建設発生土及び建設副産物処理計画書、報告書を提出する。

　※産業廃棄物管理票（マニュフェスト）制度により、適正な処理を行うこと。

　※産業廃棄物の処理を委託する場合は、運搬と処分についてそれぞれの

　　許可業者と処理委託料を記載した「処理委託契約書」により委託契約

　　すること。

　※再生資源利用促進計画書、実施書を”ＣＲＥＤＡＳ入力システム”により作成し、

　※残材ガラ処分計画書及び廃棄物処理報告書を提出すること。

産業廃棄物運搬車両への表示等

　※工事現場から産業廃棄物を運搬する車両（自己運搬を含む）には、法

　　令に従い車両側面への表示及び書面の備え付けを行うこと。（現場説

　　明事項書参照）

　　法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律　施行令第６条第１項第１号

※産業廃棄物税について

　　１）　平成１７年４月１日より「京都府産業廃棄物条例」に基づき導入された産

　　　　　業廃棄物税（以下、「産廃税」という。）は、京都府内の最終処分施設

　　　　　に搬入される産業廃棄物について課税されるものである。

　　　　　後の処理残滓等が最終処分場に搬入される場合は、最終処分場に搬入

　　２）　また、中間処理施設に搬入された産業廃棄物においても、リサイクル

　　　　　される量に対して課税される。

　　３）　なお、本工事においても、産廃税相当額を見込んでいる。

⑭ 実施工程表

(1.2.1) 2)契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が

　生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を遅滞なく変更し、

　員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じる。

5)概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。

⑮ 施工計画書

(1.2.2)

1)工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を

2)品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定

　限りではない。

　とともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

⑯ 施工中の安全確保

   及び環境保全

(1.3.6)

(1.3.9)

1)建築基準法、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全

　衛生法、環境基準法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他

　関連法令集等によるほか、建設工事公衆災害防止対策要領及び建設副産

　物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保

　全に努める。

2)施工中の安全確保に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考に、常

3)工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、建築

　基準法、労働安全衛生法、その他関連法令等に従ってこれを行う。

4)気象予報又は警報等について常に注意を払い、災害の予防に努める

5)請負者の責任費用負担で、騒音、振動、粉塵、臭気及び大気汚染又は水質

  汚濁等の影響が生じないようにすること。また万が一生じた際は、請負者

  の責任費用負担で対処すること。

⑰ 技術検査

(1.6.2)

　○

⑱ 関係官公署その他

   への手続き、届出

※本工事に必要な関係官公署への申請手続き、届出（建設リサイクル法等）

　は請負者が行い、その費用は請負者の負担とする。

※運搬車輌の出入り時歩道及び道路に泥等を持ち出さないよう処理するこ

　と。また、道路乗り入れ部分の養生方法については、関係機関の指示に

　従い、所管の土木事務所に申請を行うこと。

⑲ 管理技術者及び

   主任技術者

※建設業法第２６条に定める主任技術者又は監理技術者は、その資格を証

　明する資料を監督員に提出して承諾を受けること。（指定建築業監理技

　術者資格証明書等）

　また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。

⑳ 工事写真

(1.2.4)

※工事写真の撮り方（改訂３版）建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）によ

るほかは監督職員の指示による。

※下記のものを監督職員に提出する。

完
成
時

着　　工　　前

　　事　　工　　中

　分　類・規　格

○

○※１

※１ ※

※

カラーサービス版

カラーサービス版

※

※

２４×３６以上

２４×３６以上

外　　　　観

(　　8　　)箇所

※ ※

○

カラーキャビネ版

カラーパネル半切

○

※

２４×３６以上

６０×７０以上

○

※デジタル写真の撮影にあたり、完成写真については有効画素数３００万画素程度、工

　事写真は有効画素数１３０万画素程度とし、黒板の文字等の内容が判読できる精度

　を確保するものとする。

※完成写真撮影場所は、監督職員の指示による。

21

22

23

後片付け

工事の記録

(1.2.3)

竣工図等

※工事の完成に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。

※監督員が指示した事項又は協議した事項について記録し、監督員に

　提出する。また、監督員が指示する工事写真、見本品、試験成績書等

　その他必要な資料は整備して提出する。

　

※解体分の残置部分を含めた配置図及び地盤の縦横断面図を一部提出すること。

工事工程報告24 ※月報は毎月末日に〆め、翌月５日までに提出する。

※日報は監督員の指示による。

※週報は毎週（　）曜日に提出する。

※本工事の施工にあたり、請負契約書第１０条に基づく現場代理人は、主任技術者

　又は監理技術者と同様、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を選任し

　なければならない。

現場代理人25

※「排ガス対策型建設機械」又は「排ガス浄化装置」を装着したもの及び「低騒音型、

　低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用すること。

　（詳細は現場説明事項書参照）

※請負者は、建設業法第２４条の７の規定によるほか、これ以上の工事であっても、

　原則として、国土交通省令に従い、施工体制台帳（下請契約書等添付）及び施工

　体系図を作成し、監督職員に提出しなければならない。

※請負者は、工事完成時に、建退共運営実績報告書を提出しなければならない。

26

27

建設機械

施工体制台帳等

　の作成・提出

(1.1.5)

① 足場その他 ※労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令に

(2.2.2) 　従い、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。

   外部足場

　　　●枠組本足場　又は、くさび緊結式足場

●足場は､「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省基発第０４２４００１号)」

　の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により「働きやすい安心感のある

　足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、

　足場の組立、解体又は変更の作業は「手すり先行工法による足場の組立等に関する

　基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式を採用すること。

② 養生

(2.3.1)

外部足場廻りに養生を　　※行う　　○行わない

○防音シート　　○防音パネル　　●養生シート

○部分解体を行う

　場合

３ 仮設間仕切 仮設間仕切り等の種別

充填材種　別 仕上材(厚さmm)

※軽量鉄骨

・木下地

・木製扉

・鋼製扉

・合板張り程度　

・片面フラッシュ程度　

防炎シート

塗　装

※片面

※両面

※無し

・有り

下　地

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｂ種

仮設扉

・Ｃ種 　単管下地

・合板（※9.0　・　　　　）

※せっこうボード（※厚さ9.5mm）

※せっこうボード（※厚さ15mm ）

※無し

④ 監督職員事務所

(2.3.1)

規模　○ １０㎡程度 ● ２０㎡程度 ○ ３５㎡程度 ○ ６５㎡程度 ○ １００㎡程度

仕上　床　　　○ 合板張り素地 ○ ビニル床シート敷き ● パンチカーペット敷き

内壁、天井　　● 合板又は石こうボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

屋根　　　　　● 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板張り ○ 鉄板張り調合ペイント塗り

休憩室　　　　● 設けない ○ 設ける（畳敷き）○

備品　　　　　● 机 ● いす ● 保護帽 ● ゴム長靴 ● 雨がっぱ ● 衣類ロッカー

　　　　　　　● 書棚 ● 黒板白板 ○ 製図板 ● 掛時計 ● 温度計

　　　　　　　● 消火器 ○ 掃除具 ● 懐中電灯 ● 湯沸器 ○ 加入電話機

　　　　　　　● 冷暖房機器 ○ コピー機 ○ ネット回線 ● 流し台 ○

⑤ 洗車設備

⑥ 工事用水

⑦ 工事用電力

⑧ 仮囲い等

※工事車両の洗車設備を設ける　　○設けない

構内既存の施設　○利用できない　●利用できる　(●有償　○無償)

※図示

9 山留めの設置

(2.4.1)

10 山留めの撤去 ※撤去する

(2.4.3) ○在置する
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章

① 事前措置 　本章の項目及び特記事項の（　）内表示番号は、国土交通省大臣官房営繕部監修

※建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

　なお、給水管、ガス管、ケーブル等の供給管等の切断は次の（１）及び（２）による。

　　（１）　切断は、解体に支障がない位置で適切に行い、給水管、ガス管等は一次側

　　　　　プラグ止めとする。また、切断位置は、記録を残し、監督職員に提出する。

　　（２）　新たに配管・配線等の切り回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

※落下するおそれのある付属物は撤去する。

※建築物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は、

　駆除等を行う。

※電気設備のコンデンサ等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。

※衛生器具等は、十分に洗浄を行い、汚水、汚物等による異臭の発生を防止する。

　洗浄を行い、異臭の発生と周囲及び地中の汚染を防止する。

※浄化槽、排水槽等で汚水及び汚物の残留がある場合は、回収を行うとともに

３

解
体
工
事

項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

(3.2.1)

解体手順

　［アスベスト含有建材の除去等］による除去及び改修を行う。

※特別管理産業廃棄物等がある場合は、［特別管理産業廃棄物等の処理等］及び

(3.3.1)

解体手順は、別紙解体工事手順による。

解体施工の技術上、これにより難い場合は手順を変更し、監督職員に報告する。

●電気設備

　　電気設備は、次の（１）から（７）に分別解体する。

　　　　　（１）　蛍光ランプ、ＨＩＤランプ

　　　　　（３）　機器類

　　　　　（２）　小形ニ次電池

　　　　　（４）　断熱材

　　　　　（５）　配管類

　　　　　（６）　電線・ケーブル類

　　　　　（７）　その他の電気設備

●機械設備

　　機械設備は、次の（１）から（６）に分別解体する。

　　　　　（１）　配管及びダクト

　　　　　（２）　機器類

　　　　　（３）　保温材

　　　　　（５）　衛生陶器類

　　　　　（４）　浄化槽、ユニットバス

　　　　　（６）　その他の機械設備

●内・外装材

　　内・外装材等は、次の（１）から（６）に分別解体する。ただし、アスベスト含有

　　建材については、（３．２．１）による。

　　　　　（１）　木材

　　　　　（２）　鋼製建具、アルミニウム建具及びステンレス製建具等

　　　　　（３）　せっこうボード

　　　　　（４）　ＡＬＣパネル

　　　　　（５）　壁、天井材等の金属下地

　　　　　（６）　その他の内・外装材等

　　カーテンウォール等の取り外しは、取り付け部等の状況に十分注意し、

　　倒壊又は落下防止に必要な措置を講ずる。

●屋根葺材

　　屋根葺材等は、次の（１）から（４）に分別解体する。

　　　　　（１）　長尺金属板及び折板等

　　　　　（２）　粘土瓦及びセメント瓦等

　　　　　（３）　屋根葺材等の金属下地

　　　　　（４）　その他の屋根葺材等

○屋根防水

　　屋根防水材等は、次の（１）から（４）に分別解体する。

　　　　　（１）　防水層保護のコンクリート及びれんが等

　　　　　（２）　断熱材等

　　　　　（３）　アスファルト防水材

　　　　　（４）　その他の防水材等

●躯　体

　　躯体は、次の（１）から（５）に分別解体する。

　　　　　（１）　コンクリート

　　　　　（２）　鉄筋

　　　　　（３）　鉄骨

(3.6.1)

(3.5.1)

(3.4.1)

建築設備

内・外装材

屋根葺材

6

(3.6.2)

(3.7.1)

屋根防水

躯体

②

③

④

⑤

⑦

　別紙解体工事手順による

④ 関係法令等の遵守

綱・建設工事公衆災害防止対策要綱等の関係法令を守り行う。

イクル法・石綿障害予防規則・大気汚染法・建設副産物適正処理推進要

基準法・労働安全衛生法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・建設リサ

工事の施工にあたっては、工事請負契約書・建築基準法・建設業法・労働

⑧ 施工条件

(1.3.5)

※現場説明書による。

(1.5.2)

(1.3.3)

　※適用する　　　　○適用しない⑥ 電気保安技術者

　※適用する（適用事項は現場説明書による）　　　　○適用しない

登録 (1.1.4)

⑤ 工事実績情報の

⑦ 技能士

　ただし技能士に代わる者による施工の場合は監督員の承諾を得ること。

仮設工事 ●　とび作業

工　事　種　別

１．工　事　場　所

３．解　体　建　築　物　概　要

２．敷　地　面　積

【１】　工　事　概　要

㎡

４．そ　の　他

・上記解体建物に伴う、電気設備工事、機械設備工事

構　　　造 階　　数 建設年次棟　　　　名

Ｓ造

Ｗ造

Ｗ造

Ｗ造

４階建

平屋建

平屋建

平屋建

延べ面積（㎡）建築面積（㎡）

休憩所

１

２

３

４

木造物置

平成５年

平成５年

平成５年

平成５年

項は、公共建築物改修工事標準仕様書（平成２８年版）（以下、これを「改修標仕」という。

成２８年版）（以下、これを「標仕」という。）による。解体共仕、標仕に記載されていない事

平成２８年版（監修：国土交通省）

平成２７年版（監修：建設大臣）

建築工事標準詳細図 平成２８年版（監修：国土交通省）

建築鉄骨設計基準及び同解説

平成２８年版（監修：国土交通省）公共建築改修工事標準仕様書

木造建築工事標準仕様書 平成２８年版（監修：国土交通省）

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成２８年版（監修：国土交通省）

平成２８年版（監修：国土交通省）

　　○廃石綿等　　○ＰＣＢを含む機器類　　○ＰＣＢ含有シーリング材　

●引き渡しを要するのもの（　ＰＣＢ入り安定器　　　　　　　　　　　　）

1)工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。

　当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。

3) 2)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は監督職

4)監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間又は月間

　工程表、工事別工程表等を作成し、監督職員に提出する。

　作成し、監督職員に提出する。

　めた工種別の施工計画書を、当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員

　に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この

3) 2)の施工計画書のうち、品質計画については、監督職員の承諾を受ける。

4)施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告する

　　　　　　　※建築工事施工チェックシート　　○ 建築工事標準詳細図(平成28年版)

　　　　　　　※標仕（平成28年版）※建築工事監理指針(平成28年版)

　　　　　　　（上記６品、３人分程度）

　　　　　　　○ 工事写真の撮り方(平成24年版)建築編

建築物解体工事共通仕様書（平成24年版）の該当項目、該当図又は該当表を示す。

京都府船井郡京丹波町蒲生地内

13,617.10 （ビジョンダンマーク建築時）

564.70 993.40

222.57 186.57

7.29 7.29

9.59 9.59

・撤去案内図に示す外構撤去物

○

物質等の適切な取り扱い」によるものとする。

●　特殊な建設副産物の回収及び処分

　　●特定物質（●フロン　　○ハロン）

　　　　　（４）　木材

　　　　　（５）　その他の構造材

※解体に当たっては、施工計画書の手順に従って進め、躯体の安定性を常に

　確認する。

　施工計画と相違する点を発見し、又は予見した場合は、工事を一時中断し、

　必要に応じて適切な措置を講ずる。

※解体に重機等を使用する場合は、使用する重機やコンクリート塊等の重量

　及び振動や衝撃に対して、床・梁等に適切な補強を行い安全性を確保する。

　監督職員と協議する。

(3.7.1)

躯体の解体⑧

※解体工法は、別紙解体工事手順による。ただし、これにより難い場合は、

基礎等は、騒音・振動等に配慮し、分別解体する。

(3.8.1)

基礎等⑨

　　　　　　　　　鉄骨の溶断

　　　　　　　　●アセチレンを利用した溶断トーチ

　　　　　　　　●酸素・ガソリン溶断トーチ（ペトロゲン）

 施工途中に技術検査を　　○行う　　●行わない

　○監督職員の指示する工程

構内既存の施設　●利用できない　○利用できる　(○有償　○無償)

　　●その他（ダイオキシン等を含む焼却炉解体撤去）
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共通

19 ※除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は以下による他、

　５．３．１　「運搬、処分及び回収の委託」による。

※除去したアスベスト含有吹付け材等を搬出するまでの間、現場に保管する

　場合は、一定の保管場所を定め、他の内装材等と分別して保管するものと

　し、シートで覆う等、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、アス

　ベスト等の保管場所であることの表示を行う。

※除去したアスベスト含有吹付け材の処分

　　　　　（１）　密封処理又はセメント固化したものは、特別産業廃棄物として

　　　　　（２）　アスベスト含有吹付け材を溶融固化する場合は、アスベストの

　　　　　　　　　管理型処分場に埋立処分する。

　　　　　　　　　中間処理に適する溶融施設によって行う。

(6.3.3)

４節　アスベスト含有保温材等の除去

養生等

(6.4.2)

※アスベスト含有保温材等の除去に伴い、アスベストの作業場から外部への飛散

　防止のため、養生シート等を用いて囲う。

※アスベスト含有保温材等の除去作業を行う施工範囲は、当該作業者以外立入り

　禁止とする。

※アスベスト含有保温材等の除去にあたり、掻き落し・破砕・切断による方法の

　場合又は特記により作業場の離隔を行う場合は、「８（１）　アスベスト含有吹

　付け材の除去（レベル１）」を適用する。

20

※アスベスト含有保温材等の除去は、原則として粉塵飛散抑制剤により湿潤化し

(6.4.3)

21 工法

　た後に、「手ばらし」で行う。

※「手ばらし」以外の場合は、「８（１）　アスベスト含有吹付け材の除去（レベル

　１）」による。

22 ※除去したアスベスト含有保温材等の保管、運搬及び処分は、６．３．３［除去した

　アスベスト等の保管、運搬、処分等］による。

(6.4.4)

養生等23

(6.5.1)

※アスベスト含有成形板の除去に伴い、アスベストの作業場から外部への飛散

５節　アスベスト含有成形板の除去

　防止のため、養生シート等を用いて囲う。

※アスベスト含有成形板の除去作業を行う施工範囲は、当該関係者以外立入り

　禁止とする。

24 工法 (6.5.2) アスベスト含有成型板の除去工法は、「手ばらし」で行う。

※やむを得ず破壊しなければならない場合は、十分に湿潤化した状態で作業を行う。

※除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より

　投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。

※破砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化のうえ、丈夫なプラスチック袋に

　入れる等飛散防止の措置を講ずる。

25

(6.5.3)

※除去したアスベスト含有成形板の保管、運搬及び処分は以下による他、４．３．１

　［運搬及び処分の委託］による。ただし、処分は原形のまま埋立処分とし、それに

　より難い場合は、監督職員と協議する。

※除去したアスベスト含有成形板を現場に保管する場合は、一定の保管場所を定

　め、他の廃棄物と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止措置

　を講ずる。

　また、保管場所には、アスベスト等の保管場所であることの表示を行う。

※アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車輌の荷台全体をシート等で

　覆い、飛散防止に努める。

施工調査等 ○吹付けアスベストの除去工事

施工調査等

アスベスト粉じん濃度測定

※石綿障害予防規則及び改修標仕による

※表９．１．１によるほか「８　アスベスト含有建材

　の除去等（一般事項）」による。

　（アスベスト成形板等の処理工事についても同様とする。）

16

施工業者

※「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」（民間開発建設技術の技術

　審査・証明事業認定規定（昭和６２年７月２８日建設省告示第１４５１号）

　の証明を有する工法の施工業者

　監督職員の承諾する施工業者

※その他詳細は「８（１）　アスベスト含有吹付け材の除去（レベル１）」に

　よる。

処理を行うアスベスト成形板の仕様

　○化粧石膏ボード

　○ビニル床タイル

　○石綿保温材

　○けいそう土保温材

　○塩基性炭酸マグネシウム保温材

　○けい酸カルシウム保温材

　○親水性パーライト保温材

　○繊維混入けい酸カルシウム板

○

○

○

○

○

○

○

○

厚さ（㎜）種　　　　　　類 種　　　　　　類

○吸音テックス

○化粧石綿セメント板

○押出成形セメント板

○石綿ロックウール

厚さ（㎜）

○

○

○

○

〇石綿スレート板（屋根）

〇リシン吹付け仕上げのボード

〇

〇アスベスト成形板等の処理工事

処理を行う範囲 ※図示（仕上げ表による　床・壁・天井毎に種別を確認）

○全ての室

　※その他詳細は「８（３）　アスベスト含有吹付け材の除去（レベル３）」による。

○施工調査

　※アスベスト成形板等の撤去に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項

　　について行う。　調査結果は図面により記録し監督職員に提出する。

（１）アスベスト成形板使用部位の確認

　　　記載上の成形板及びその使用範囲以外についても監督職員と協議の上

　　　確認を行うこと。

（２）アスベスト成形板の種別、厚さ等の確認

（３）アスベスト成形板使用数量の確認

（４）施工範囲等の確認

確認方法　○　成形板の製造年等の確認　　○　Ｘ線解析法

※分析機関　（参考）

（ワイズアソシエーション、（財）関西環境管理技術センター，

　エヌエス環境，　㈱コベルコ科研）

※仕上表において，アスベスト含有が「不明」と記載された内装材等の撤去に際

　し、事前分析検査（定性分析・定量分析）を実施し，アスベスト

　含有の有無等を確認の上、撤去処分とする。

※アスベストが０．１％を超えて含有するか否かの分析方法

　　○定性分析・・・位相差分散顕微鏡法及びＸ線回析法

　　○定量分析・・・Ｘ線回析法

※その他詳細は「現場説明事項書」による。

○レベル１，２，３に対する除去方法等は、

　「平成１７年度　環境省委託事業報告書建設物の解体等に係る石綿飛散防止対策

　マニュアル」及び「建築物の解体等工事における石綿粉じんへの

　ばく露防止マニュアル」によること。

３節　アスベスト含有吹付け材の除去

作業場の離隔等 ※除去に伴い、アスベストの作業場から外部への飛散防止及び処理を行わな

　い他の部位への汚染を防止するため、プラスチックシート等を用いて離隔する。

※離隔した作業場内は、負圧粉塵装置により、常時負圧を保つ。

※離隔した作業場への出入りによるアスベスト粉塵の二次汚染を防止するた

　め、前室、洗浄室及び更衣室の３室で構成するセキュリティゾーンを設置する。

(6.3.1)

※更衣室には洗眼又はうがいの設備を設ける。ただし、現場内の他の場所に

　これらの設備を設ける場合はこの限りではない。

※洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。

(6.3.2)

工法18

※除去等は、「７　環境配慮改修工事」によるほか、以下による。

　　　　　　　　棒等により、アスベスト含有吹付け材を掻き落とす。

　　　　　　　　化し、その後に除去する。

　　　　　　　　潤化し、ワイヤーブラシ等を使用して取り除く。

　　　　　　　　防止処理剤を散布する。

　　　　　（３）付着しているアスベスト含有吹付け材が残った場合は、再度湿

　　　　　（２）除去するに当たっては、飛散抑制剤等の効果を確認し、ケレン

　　　　　（１）アスベスト含有吹付け材を粉塵飛散抑制剤等により十分に湿潤

　　　　　（４）十分に除去が行われたことを確認した後に、除去面に粉塵飛散

※除去物及び汚染物等

　　除去したアスベスト含有吹付け材等の処理は以下による。

　　　　　○密封処理（二重袋梱包）

　　　　　○セメント固化

※汚染物等

　離隔養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機

　フィルタ、粉塵機フィルタ等も密封処理（二重袋梱包）により処理する。

17

作業計画書 ※アスベスト対策工事について標準仕様書に従い作成する。

計画書は以下の内容について作成し監督職員に提出する。

・安全管理体制

・作業方法、順序

・粉じんの飛散防止、抑制方法

・労働者への粉じんばく露防止方法

・石綿濃度測定

・隔離、立ち入り禁止措置

・解体廃棄物の処理方法

・周辺環境

3

アスベスト粉塵

濃度測定 ※アスベスト粉塵濃度の測定方法は、「ＪＩＳ　Ｋ３８５０－１　空気中の繊維状

　粒子測定方法－第一部：位相差顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による。

※測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

※アスベスト粉塵濃度測定における計数分析は、作業環境測定士が行うもの

　とする。

(6.1.3)

作業管理者の配置 作業管理者

石綿作業主任者　計１名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建設業労働災害防止協会等登録講習機関の行う技能講習受講者からの選任とする

特別管理産業廃棄物管理責任者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による

特別教育

（石綿則第27条）

石綿含有建材等が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者には

以下の教育を実施すること。（事業者自身が教育を行うことが困難な場合は外部の

教育機関等が行う講習を受講すること。）

　○適用する　　　　　　　　　　　○適用しない

・石綿等の有害性

・石綿等の使用状況

・保護具の使用方法

・石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置

・その他石綿等のばく露防止に関して必要な事項

※石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程による

作業場付近

２節　除去工事共通事項

表示の適用

(6.2.4)

・石綿取扱い注意標識　（石綿則第３４条）

・石綿作業主任者の選任・職務　（石綿則第１９条）

・喫煙・飲食の禁止表示　（石綿則第３３条）

・工事関係者立入禁止　（石綿則第１５条）

施設外

※様式－１　　　〇様式－２　　　○様式－３

　建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（H17.8.2　厚労省安全衛生部長通知）

専門工事業者 ※アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に

　相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。

　平成１８年　３月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者の

※アスベスト含有建材の除去に当たっては、石綿作業主任者技能講習又は

　うちから、アスベスト作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる。

石綿作業主任者

※アスベスト含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作業者」という。）

　は、石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号。以下、「石綿則

　」という。）に基づく特別の教育を受けた者とする。また、除去作業者は、

　一般健康診断、石綿健康診断、じん肺健康診断を受信した者とし、肺機能

　に異常がない者とする。

除去作業者

※アスベスト作業主任者名と職務内容、関係者立入禁止、喫煙・飲食の禁止、

　アスベスト除去作業中等の表示を行う。

表示及び掲示

※「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（労働基準監督署への届出内

※アスベストの有害性、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具の掲示を行う。

　　容、粉塵飛散抑制措置、ばく露防止措置等）」を周辺住民の見やすい場所

　　に掲示する。

保護具・保護衣 ※作業者は、作業内容に応じた呼吸用保護具、保護めがねを使用するととも

　にアスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる作

　業衣又は保護衣を着用する。

(6.2.1)

(6.2.2)

(6.2.3)

(6.2.5)

(6.2.6)

(6.2.7)

呼吸用保護具

(6.2.5)

作業内容に応じた呼吸用保護具を着用のこと。

※厚生労働省「防じんマスクの規格」に基づく国家検定に合格したもの。

石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（建設業労働災害防止協会）

表５－１石綿を取り扱う作業に使用する呼吸用保護具　参照

・全面形フ゜レッシャテ゛マント゛形複合式エアラインマスク

・全面形フ゜レッシャテ゛マント゛形エアラインマスク

・一定流量形エアラインマスク

・送風機形ホースマスク

・全面形取替式防じんマスク

・半面形取替式防じんマスク（ＲＬ３、ＲＳ３）

・半面形取替式防じんマスク（ＲＬ２、ＲＳ３） 発じんの少ない場合

レベル２

レベル１

石綿健康診断（石綿則４０条）

一般健康診断（安衛則４３，４４条）健康診断の実施

健康診断書及び作業員名簿の提出

施工記録 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。

〇行う　　　　○行わない

（２）産業廃棄物処理記録

（３）施工調査等記録

（４）作業者の作業記録

（５）その他必要事項

（１）工事記録及び工事写真

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11 樹木

(3.9.1)

〇　伐採、伐根　　　　○　移植　　移植先　（　　　　　　）

整地、埋め戻し

盛り土

(3.9.1)

○砕石敷き（　※RC-40　）○自走式破砕機で破砕

埋め戻し土、盛り土

〇Ａ種　砂質土（山砂の類）を水締め又は機器による締固め

○Ｂ種　根切り土の中の良質土を機器による締固め

○Ｃ種　他現場の建設発生土の中の良質土を機器による締固め

○Ｄ種　再生コンクリート砂を水締め又は機器による締固め

○建設発生土（盛土材）の外部からの受入土量（　　　ｍ3）

　　　　　　　　　　　　　　　　発生場所　（　　　　　)

建設発生土の処理 ○構外指示の受入場所に処分

　　受入場所　※監督職員と協議の上決定すること

　　事前分析検査　※行う（受入場所指定の検査）

　　仮置場所

〇構内指示の場所にたい積

○構外搬出適切処理

〇埋め戻し　○盛り土　　●地均し　　

その他 ※解体中は常に散水を行い、粉塵等が生じない様にする事。

※建築内部及び敷地内に存する残置廃材、備品等、設備機器等の撤去も工事範囲とする。

尚、昇降機等の解体撤去は専門メーカー等によること。

※既設電気配線・電話配線・ガス管・水道管・下水道管等の撤去は、供給者

等と調整の上、端末処理等を行うこと。

⑫

⑬

⑭

⑩ 杭

(3.8.2)

●　解体する

〇　残置する

　　杭の種別、杭径、杭の位置（座標プロット）、杭頂部高さ等の記録を整備し、

　　監督職員に提出すること。

　　　　　○破砕工法

　　　　　○その他

引き抜き、破砕跡　　●山砂

　　　　　　　　　　○その他（　　　）

解体方法　●引き抜き工法

構内舗装等 ※アスファルトコンクリート及びコンクリート等は、分別解体とする。

※樹木等の伐採抜根及び移植は、図示による。

※地下埋設物及び埋設配管等は分別解体する。

地下埋設物・　

(3.10.1)

※地下埋設物及び埋設配管等の解体は、図示による。

⑮

⑯

　埋設配管等　

(3.11.1)

① 再資源化等 ※再資源化する建設廃棄物は現場説明書による。

2 産業廃棄物　　

広域認定制度　　

○

③ 最終処分 ●最終処分場は現場説明書による。

(4.4.1)

(4.4.2)

(4.4.4)

特別管理産業廃棄　※特別管理産業廃棄物の種類、処分は下記による。

2

物の処分等　　

ＰＣＢを含む　

機器類　　

3 ＰＣＢ含有　

シーリング材　　

4 廃油

5 廃酸・廃アルカリ　

ダイオキシン類　

(5.4.3)

(5.4.4)

(5.4.5)

(5.4.6)

(5.4.7)

(5.4.1)

⑥

５

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

４

建
設
廃
棄
物
の
処
理

1

●構内指示の場所に敷き均し

　○適用する　　　　　　　　　　　○適用しない

○

○

○

○

適用範囲

１節　一般事項

適用基準類

(6.1.1) 「石綿処理に係る工事仕様書（京都府版）平成１７年８月版

参考とする図書

適用基準類に記載のない詳細な事項は下記図書に準拠して実施すること。

石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（建設業労働災害防止協会　編）

既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理に関する技術指針・同解説

（日本建築センター発行　　建設大臣官房官庁営繕部　監修）

法令の遵守 法令等の遵守

下記関係法令の事項を遵守し必要な措置を行うこと

労働安全衛生法（昭和４７年　法律５７号）

大気汚染防止法（昭和４３年　法律９７号）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律　（昭和４５年　法律１３７号）

諸法令の適用及び運用は請負業者の負担と責任において行うこと。

1

2

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

６

建築改修工事監理指針（平成２８年版）（国交省大臣官房官庁営繕部　監修）

石綿障害予防規則（平成１７年　厚生労働省令２１号）（以下「石綿則」という）

(b)廃棄物の焼却施設の解体に当たっては、ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平

　成11年政令第433号），労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号），廃棄物焼却

施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成13年4月25日付け厚生労

働省基発第401号の2）等関係法令に従い、適切に解体・処分すること。

(a)サンプリング調査を適用する。検体数は（　　）とする。

処理の方法については監督職員と協議の上決定する。
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29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介 ー

ビジョンダンマーク デンマークハウス

解体工事手順共通

Ａ-０４

だ残置。
外装鋼製パネル用はま

1階什器・備品撤去

仮囲い
足場・クレーン設
置部養生鉄板敷き

1

2

建築

解体工具・重機解体方法
工事
種別

解体手順名称№ 解体・撤去説明・補足説明

1階の什器備品を撤去する

現況芝生
鉄板敷き(重ね敷き又は
継ぎ目溶接接合)t=22

外装鋼製パネル・帆幕1
～4パネル・アルミカー
テンウォール撤去用

１輪車、荷車手作業

クサビ緊結型
荷揚クレーン

上階より各階　鋼製建
具を撤去、外部足場へ
搬出・集積。
適宜クレーンで地上へ。

分別。
嵌め込みガラスは地上で

各階、鋼製建具の
撤去

上階より各階　内装壁
・木製建具を撤去、外
部足場へ搬出・集積。
適宜クレーンで地上へ

接続部梁溶断。
１面ごとにクレーンで
地上へ降ろす。。
地上で荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

レーム　撤去
可動式帆幕鋼管フ
東・西面

東面 ６面・西面 ７面

適宜鋼材溶断。
クレーンで地上へ降ろす。
地上で荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

北面
鉄骨鋼管控えトラス
中間つなぎ鋼管
鋼管束材・耐風梁
撤去
帆幕1～4の屋根面
スカイライト部鉄骨撤去

№3で設置した内
帆幕１～3パネル撤去用
東・西面　可動式帆幕
撤去用

柱脚部溶断、
横接続部梁溶断。
コンテナ(W=2.5m H=3.
0m L=15.0m 2.4t)を地
上へ降ろす。
地上で荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

屋上
鉄骨コンテナ
22,23,24　３台
撤去

外部(内部)足場解体撤去
上部より１段

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの。

PH３階
鉄骨コンテナ
19,20,21　３台
撤去
床材(木造下地)
天井材(木造下地
・PB・断熱材)
天井鋼製パンチン
グメタルパネル(吊金物) 
共撤去

柱脚部溶断、
横接続部梁溶断。

0m L=15.0m 2.4t)を地
コンテナ(W=2.5m H=3.

上へ降ろす。
地上で仕上げ材　分別撤去。
鋼材は荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

外部(内部)足場解体撤去
2段

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの。

柱脚部溶断、
横接続部梁溶断。
コンテナ(W=2.5m H=3.
0m L=15.0m 2.4t)を地
上へ降ろす。
地上で仕上げ材　分別撤去。
鋼材は荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

PH2階
鉄骨コンテナ
16,17,18　３台
撤去
床材(木造下地)
天井材(木造下地
・PB・断熱材)
天井鋼製パンチン
グメタルパネル(吊金物) 
共撤去

外部(内部)足場解体撤去
1段

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの。

PH1階
鉄骨コンテナ
13,14,15、29　4台撤去

天井材(木造下地
床材(木造下地)

・PB・断熱材)
天井鋼製パンチン
グメタルパネル(吊金物) 
共撤去

柱脚部溶断、
横接続部梁溶断。
コンテナ13～15(W=2.5
m H=3.0m L=15.0m 2.
4t)を地上へ降ろす。
コンテナ29(W=2.0～0m
 H=3.0m L=13.8m 1.2
t)を地上へ降ろす。
地上で仕上げ材　分別撤去。
鋼材は荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

外部(内部)足場解体撤去
2段

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの

4階
鉄骨コンテナ
10、11,12、28　4台撤去
床材(木造下地)
天井材(木造下地
・PB・断熱材)
天井鋼製パンチン
グメタルパネル(吊金物) 
共撤去

柱脚部溶断、
横接続部梁溶断。
コンテナ10～12(W=2.5
m H=3.0m L=15.0m 2.
4t)を地上へ降ろす。
コンテナ28(W=2.0～0m
 H=3.0m L=13.8m 2.4
t)を地上へ降ろす。
地上で仕上げ材　分別撤去。
鋼材は荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

外部(内部)足場解体撤去
1段

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの。

3階
鉄骨コンテナ

床材(木造下地)
天井材(木造下地
・PB・断熱材)
天井鋼製パンチン
グメタルパネル(吊金物) 

共撤去

柱脚部溶断、
横接続部梁溶断。
コンテナ7～9(W=2.5m 
H=3.0m L=15.0m 2.4t
)を地上へ降ろす。
コンテナ27(W=2.0～0m
 H=3.0m L=13.8m 1.2
t)を地上へ降ろす。

地上で仕上げ材　分別撤去。
鋼材は荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

外部(内部)足場解体撤去
2段

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの。

柱脚部溶断、
横接続部梁溶断。
コンテナ4～6(W=2.5m 
H=3.0m L=15.0m 2.4t
)を地上へ降ろす。
コンテナ26(W=2.0～0m
 H=3.0m L=13.8m 1.2
t)を地上へ降ろす。
地上で仕上げ材　分別撤去。
鋼材は荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

2階
鉄骨コンテナ

床材(木造下地)

・PB・断熱材)
天井材(木造下地

天井鋼製パンチン
グメタルパネル(吊金物) 
共撤去

外部(内部)足場解体撤去
1段

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの。

1階
鋼製壁パネル
鋼製化粧フレーム撤去

鋼板を適宜溶断
建築

手作業
機械作業

鉄部溶断
荷卸しクレーン

1階
鉄骨コンテナ

床材(木造下地)
天井材(木造下地
・PB・断熱材)
天井鋼製パンチン
グメタルパネル(吊金物) 
共撤去

柱脚部コンクリート天
端付近で溶断、
横接続部梁溶断。
コンテナ4～6(W=2.5m 
H=3.0m L=15.0m 2.4t
)を地上へ降ろす。

手・機械
作業

建築

建築 手・機械
作業

ユンボ

各階、内装壁(木
造軸組・ボード張
り)・木製建具の撤去

内部(客席)足場解体撤去

荷卸しクレーン手作業
(2班)

機械作業

建築

建築 手作業
(2班)

機械作業

荷卸しクレーン

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業
機械作業

建築

建築 手作業
機械作業

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業建築 荷卸しクレーン

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業
機械作業

建築

手・機械
作業

クサビ緊結型
荷卸しクレーン

建築

建築 手作業
機械作業

鉄部溶断
荷卸しクレーン

建築
作業

手・機械 クサビ緊結型
荷卸しクレーン

建築 手作業
機械作業

鉄部溶断
荷卸しクレーン

建築 手・機械
作業

クサビ緊結型
荷卸しクレーン

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業
機械作業

建築

建築 手・機械
作業

クサビ緊結型
荷卸しクレーン

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業
機械作業

建築

建築 手・機械
作業

クサビ緊結型
荷卸しクレーン

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業
機械作業

建築

建築
作業

手・機械 クサビ緊結型
荷卸しクレーン

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業
機械作業

建築

建築 手・機械
作業

クサビ緊結型
荷卸しクレーン

鉄部溶断
荷卸しクレーン

手作業
機械作業

建築

鉄骨コンテナ　H=3.0m 　8層　高さ 24.0m 面積　993.4㎡

№ 解体手順名称
工事
種別

解体方法 解体工具・重機 解体・撤去説明・補足説明

什器・備品撤去 什器備品を撤去する

現況芝生
鉄板敷き(重ね敷き又は
継ぎ目溶接接合)t=22

仮囲い
重機設置部養生鉄
板敷き

外部足場設置 屋根瓦　撤去用

№3で設置したもの。

瓦　手めくり屋根瓦　撤去

外部足場解体撤去

内部脚立足場設置 欄間部ガラス撤去用
設備機器撤去用

・配線・配管　撤去
エアコン・照明器具

鋼製放熱板撤去

のガラス撤去
木製建具・欄間部

内部脚立足場撤去

8

すべてのガラス撤去

№6で設置したもの。

地上部解体撤去

撤去
木造床組
木製建具
内壁(木造)
外壁(木造軸組・板張り)
屋根木造下地
木造構造体

天井レンガ積み
撤去

内壁レンガ積み
便所・洗面・浴室の 地上部解体撤去

ス撤去
建物周辺木造テラ

仕上げ共撤去
1階土間コンクリート

布基礎・束石撤去

鉄筋分別

鉄筋分別

整地 コンクリート・鉄材な
どの残砕はすべて除去

１輪車、荷車手作業建築1

2
手・機械
作業

ユンボ建築

建築 手作業 クサビ緊結型

建築 手作業

建築 手作業

脚立手作業建築

電気
機械

手作業 配管　溶断
7

6

5

4

3

9
建築 手作業

手作業建築

建築 手作業10

11

建築 破砕機機械作業

機械作業 破砕機建築

12

13
破砕機機械作業建築

建築 機械作業 コンクリート破砕機

機械作業 コンクリート破砕機

付撹拌ユンボ
メッシュバケット機械作業建築

建築

14

15

16

木造平屋建て

内部(スピーカー
タワー)足場設置

4

5

建築

外装鋼製パネル
東・西面　可動式帆幕撤去用

レストラン客席スピーカー
タワー３台撤去用

鋼管フレーム撤去

クサビ緊結型

クサビ緊結型

手作業

手作業建築

建築 手作業

　
内部(スピーカータワー)
足場解体撤去

木製スピーカー撤去
7

手作業建築

鉄部溶断
スピーカ取外し

スピーカータワー
３台撤去

外装鋼製パネル　

　

北面　音響パネル幕
下地:鋼管フレーム
６枚　撤去

３分割程度に分割 溶断 撤去
撤去する。鋼管フレームを
袋とじ。塩ビシートを切断

音響パネル幕:塩ビシート

t=2.0mm  鋼管フレームに、
(ガラス繊維補強入り)

帆幕パネルt=0.4m:ガラ
スクロス張り、心材:ポ
リウレタンフォーム。

自然落下で地上に。
W=1.0m H=1.0m に切断、

取合い部:塩ビシート(
ガラス繊維補強入りW=2.0m

自然落下で地上に。
程度)を10mで切断巻取り、

帆幕パネル-外装
鋼製パネル間(屋根)

繊維補強入り)撤去。
の塩ビシート(ガラス

帆幕1のスカイライト部
アルミ製
排煙パネル　撤去

塩ビシート(ガラス繊維
補強入りW=2.5m程度)を
15mで切断巻取り、自然
落下で地上に。
アルミ製排煙パネル(６
連)は　６分割　手運び

北・南面
外装鋼製パネル　
W=1.5m H=1.5m (
約960枚) 撤去

指示金物(8か所/パネル
)を溶断して取外し、集
積　20枚ごとに、クレ
ーンで地上へ

東・西面

W=1.25m H=1.5m 
(約64枚) 撤去

指示金物(8か所/パネル)
を溶断して取外し、集積

地上へ
16枚ごとに、クレーンで

東面
アルミカーテンウォール
面の機械設備　放熱板
撤去

放熱板・配管を適宜切
断撤去　集積。
適宜、クレーンで地上へ　

東・西面
アルミカーテンウ
ォール　撤去 適宜、クレーンで地上へ

ガラス撤去　集積　
アルミ枠押え縁取外し、

外部足場解体撤去 帆幕4パネル・アルミカ
ーテンウォール撤去用
№2で設置したもの。

屋上設備機器・配
線・配管　撤去

機器取付け部溶断
配管・配線7.5mで切断

各階、什器・備品の撤去 上階より各階什器備品
を撤去、外部足場へ搬
出・集積(一部内装壁撤去)。
適宜クレーンで地上へ

上階より各階設備機器
・配線・配管を撤去、
外部足場へ搬出・集積。
適宜クレーンで地上へ。
ただし、鉄骨コンテナ

場合は除く。
と同時撤去が合理的な

建築 手作業 鋼管フレーム溶断

チェーンソー切断
自然落下

手作業
(3班)

建築帆幕1～4パネル撤去
帆幕パネル取合い

繊維補強入り)撤去
部の塩ビシート(ガラス

排煙パネルのアル
ミ枠取付アンカー

は溶断

手作業建築

建築 手作業
(4班)

機械作業

鉄部溶断
荷卸しクレーン

建築 手作業
(1班)

機械作業

鉄部溶断
荷卸しクレーン

荷卸しクレーン手作業
機械作業

建築

建築 手作業
機械作業

荷卸しクレーン

作業
手・機械 クサビ緊結型

荷卸しクレーン
建築

電気
機械

手作業
機械作業

鉄部溶断
荷卸しクレーン

機械作業
(2班)
手作業建築 荷卸しクレーン

荷卸しクレーン
機械作業
手作業電気

機械
各階、設備機器
配線・配管　撤去

6

東・西面
可動式帆幕
東面　６枚
西面　７枚　撤去

塩ビシートを撤去する。
に、紐縛り。紐切断　
=2.0mm  鋼管フレーム
(ガラス繊維補強入り)t
可動式帆幕:塩ビシート手作業建築

　8 建築 手作業 クサビ緊結型内部棚足場設置 帆１～３撤去用

外部足場設置

内部(客席)足場設置

内装・建具・設備撤去材
搬出用

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

39

40

41

高所作業車(24m)
高所作業車(24m)

面積　186.57㎡

7,8,9、27　4台撤去

4,5,6、26　4台撤去

1,2,3　3台撤去

地上で仕上げ材　分別撤去。
鋼材は荷積可能サイズ
に再分割(溶断)。

外装鋼製パネル撤去用
№2、3で設置したもの。

外部(内部)足場解体撤去
2段

地下ピット内配管撤去

1階池
土間コンクリート
アスファルトシー
ト防水共撤去

手めくり。
アスファルトシート防水は、

仕上げ共撤去
1階土間コンクリート 鉄筋分別

基礎・地中梁撤去 鉄筋分別

コンクリート杭
PHC 450φ　13m 
85本
引き抜き

引抜き跡は山砂充填

整地
残砕はすべて除去
コンクリート・鉄材などの建築 機械作業

付撹拌ユンボ
メッシュバケット

3台

クレーン又は
大型ユンボ

3台
コンクリート破砕機機械作業建築

建築 機械作業

機械作業建築

コンクリート破砕機

コンクリート破砕機

手・機械
作業

建築

手・機械
作業

機械

建築 手・機械
作業

クサビ緊結型
荷卸しクレーン

47

46

45

44

43

42

48

※コンテナ25は欠番
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コンテナ

コンテナ

デンマークハウス

冷却塔

キュービクル

受水槽

浄化槽２

焼却炉

ベンチｘ４

ベンチｘ２

ベンチｘ２

ベンチ

灯台・看板

トイレｘ２

トイレｘ２

休憩所

木造物置

浄化槽１

旗ポールｘ３

石碑

看板２

看板３

看板１

±0
KBM

+320

+2450

+230

+550

+720

+700

+1020

+970

+1010
+1070

+1090

+1030

-410

+340

+740

+680

+640

+730

+620

+2350

+420

+1030

+2050

-480

+2380

外灯

Co

G

G

Co

As

Co

Co

As

G

G

Co

As

AS

AS

ILB

ILB

ILB

ILB

ILB

ILB

G G

G

G

As

Co

Co

G

As

As

As

As
As

As

As

As

As

As

G

As

As

As

G

As As

As

As

As

As

As

As

As

As

AS

Co

As

As

As

As

As

As

G

As

建物

作業場

三等須知

グランドゴルフ場

テント

物置

テント

蔵

ふれあい広場

(駐)

(自然公園前)
町営バス

ふれあい広場
(駐)

ふれあい広場

(駐)

百葉箱

グランドゴルフ場

ふれあい広場

グランドゴルフ場

府立丹波自然運動公園

凡 例

数値はKBMからの高低差を示す。
***

KBM=GL±0（北東角）

現況　全体配置図 1/600

Ｎ

池

池

池

池

+820

ホース格納庫

旗ポールｘ２

全体配置図

防火水槽

Ａ-０５

看板下地鉄骨

記念ポール

木杭１

木杭２

住宅

木杭２
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仕上表

---一級建築士　第311729号　内田　陽介 29 8 Ａ-０６

階 室名

エントランス

コンクリート平板敷き　300角　厚60

厨房(鋼製壁パネル)

厨房

事務室1、2

倉庫

男子便所

女子便所

配膳室

1階

２階

コンクリート平板敷き　300角　厚60

木造床組　構造用合板　厚15　の上
ビニル床シート　厚2.0

コンクリート平板敷き　300角　厚60

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　構造用合板　厚15　の上
ビニル床シート　厚2.0

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

便所(４室)

テクニカルルーム

応接室

食器室

会議室

休憩室

４階

PH1階

PH2階

PH4階

書庫・更衣室

会議室

貯蔵室

室1,2、3

室4,5,6

室7,8

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

３階 木造床組　構造用合板　厚15　の上
ビニル床シート　厚2.0

ビニル床シート　厚2.0
木造床組　構造用合板　厚15　の上

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

木造床組　フローリング　厚22

共通

通路

チャンバー室

踏み板:鋼板　厚4.5
通路:木造床組　フローリング　厚22

便所(階段室)

EV昇降路(階段室)

DW昇降路
(厨房・配膳室・食

器室・貯蔵庫)

木造床組　フローリング　厚22

外 部 仕 上 表

A面

B面

C面

D面

帆パネル1～3　現し

アルミ製カーテンウォール

外装鋼製パネル(パンチングメタル)  現し

アルミ製カーテンウォール

各面

D面

各面

焼付鋼板パネル　厚2.3

せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

焼付鋼板パネル　厚2.3

木造壁下地A

木造壁下地A

木造壁下地A

せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

外装鋼製パネル(パンチングメタル)  現し

各面

各面

各面

A,B
,D面

C面

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

各面

各面

各面

各面

各面

各面

各面

各面

各面

各面

各面

各面

各面 木造壁下地B
せっこうボード　厚12.5　２枚張りの上、
ロックウール吸音板　厚100　24㎡
ロックウール吸音板　厚50　39㎡

A,B
,D面

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

各面

各面

各面

木造壁下地A
せっこうボード　厚12.5　２枚張り　EP塗り

鋼板　厚2.3

鋼板　厚2.3

外装鋼製パネル(パンチングメタル)  現しC面

焼付鋼板パネル　厚1.6

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
けい酸カルシウム板　厚6　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

焼付鋼板パネル　厚1.6

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
けい酸カルシウム板　厚6　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
けい酸カルシウム板　厚6　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
けい酸カルシウム板　厚6　EP塗り

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50

鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り
鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

木造天井下地B　
せっこうボード　厚12.5

　
木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り

　

木造天井下地A　ラワン合板　厚5.5　断熱材　厚50
せっこうボード　厚12.5　EP塗り

鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

天井高さ

スピーカータワー　３台

24,000～

10,000

2,500

2,750

2,750

2,750

SUS製棚(壁付固定２段)

鋼製壁パネル

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

木製トイレブース

SUS製棚(壁付固定２段)

SUS製棚(壁付固定２段)

SUS製棚(壁付固定２段)

2,500

鋼製手摺

ダムウェーター　テーブル型　４停止

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750 W=600 D=600 H=750 一方出し入れ

音響パネル　６台
可動式帆膜　２面
池

屋内消火栓Box(鋼板　厚1.6)

一部　強化合わせガラス　厚22
        (10+2+10)

屋根下地　構造用合板　厚24　OP塗り　現し

階段室

鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

鋼板吊りパネル(木造枠　パンチングメタル　厚1.6　OP塗り)

床 壁 天井 備考

客席

内 部 仕 上 表

帆　1～4　部

スカイライト部

コンテナ部

帆－帆　取合い部

外装鋼製パネル

鋼製建具、アルミ製建具、アルミ製カーテンウォール

コンクリート平板敷き　300角　厚60

塩ビシート(ガラス繊維補強入り) 　厚2.0

パンチングメタル　厚3.2、角形鋼管フレーム　OP塗り

帆パネル　厚400　心材:ポリウレタンフォーム　表面材:ガラスクロス 塩ビ樹脂コーティングシート　厚2.0

外壁

屋根

開口部

外部土間

※１.木造床組、木造壁下地A、木造天井下地Aは、部分詳細図による。

※２.木造壁下地B　杉30x30 @303

※３.木造天井下地B　杉30x60 @303

特 記 事 項 仕 様 概 要

建築場所

用途地域

防火地域 指定なし

非線引き

法22条区域その他

構　造

階　数 ４階建

鉄骨造

デッキプレート(高さ50　働き巾614　厚1.2(13.71Kg/㎡)の上、構造用合板　厚24　下地　亜鉛めっき鋼板葺き　厚0.4

母屋(角形鋼管　□-75x45x2.3 @450) の上、構造用合板　厚24　下地　亜鉛めっき鋼板葺き　厚0.4

京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野 487-1の一部
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施設名担
　
当

課
長
補
佐

課
　
長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介

１階平面図

1/100

エントランス

レストラン客席

Ａ-０７

A

D B

C

壁仕上表

強化合わせガラス 厚22

可動式帆幕（西面）

可動式帆幕（東面）

スピーカータワー

２
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京 丹 波 町
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図 工事名
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当

課
長
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佐
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長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介

２階平面図

1/100 Ａ-０８

A

D B

C

壁仕上表

可動式帆幕（西面）

可動式帆幕（東面）

音響パネル 音響パネル

５
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当

課
長
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長
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株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介

３階平面図

1/100 Ａ-０９

A

D B

C

壁仕上表

可動式帆幕（西面）

可動式帆幕（東面）
音響パネル

８
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京 丹 波 町
検
　
図 工事名

施設名担
　
当

課
長
補
佐

課
　
長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介

４階平面図

1/100 Ａ-１０

A

D B

C

壁仕上表

可動式帆幕（西面） 可動式帆幕（東面）

音響パネル
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京 丹 波 町
検
　
図 工事名

施設名担
　
当

課
長
補
佐

課
　
長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介 1/100

ＰＨ１階平面図

Ａ-１１

A

D B

C

壁仕上表

可動式帆幕（西面）
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京 丹 波 町
検
　
図 工事名

施設名担
　
当

課
長
補
佐

課
　
長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介 1/100

ＰＨ２階平面図

Ａ-１２

A

D B

C

壁仕上表

可動式帆幕（西面）
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京 丹 波 町
検
　
図 工事名

施設名担
　
当

課
長
補
佐

課
　
長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介

①

1/100

ＰＨ３階平面図

Ａ-１３

A

D B

C

壁仕上表

可動式帆幕（西面）
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図 工事名
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当
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補
佐

課
　
長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺29 8一級建築士　第311729号　内田　陽介

屋上平面図

1/100 Ａ-１４
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京 丹 波 町
検
　
図 工事名

施設名担
　
当
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長

コム・キューブ 一級建築士事務所会
株

社
式 図 名

縮 尺一級建築士　第311729号　内田　陽介 29 8

西立面図・東立面図

Ａ-１５1/200

凡 例

帆パネル（１～４）ａ

ｂ 外装鋼製パネル OP塗　パンチングメタル

塩ビシート 厚２　（ガラス繊維補強入り）ｃ

ｄ アルミ製カーテンウォール

ｅ 鉄部 OP塗

ａ
ｃ

ａ

ａ

ａ

ｂ

ａ

ｅ ｅ

ｅ

ｄｄ

ｅ
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